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第１章 概要 

 

 

1.1 実施目的 

本市では、平成 27 年度からこども総合相談窓口を設置しており、18 歳になるまでの子ども

と家庭の相談を一元的に受けとめているが、児童虐待対応を含めた相談件数は年々増加してい

る。このたび、これら年々増加し、複雑多様化する相談において、より一層対応強化するため、

さらに作業効率化や業務支援機能を備えた新たな管理システムを導入することとした。 

この要領は、子ども家庭支援にかかるシステム要件等を比較し、導入するに最適なシステム

を選定するため、構築業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により、公正かつ公平

な方法で選定するために、必要な事項を定めたものである。 

提案者は、本実施要領を踏まえ、企画提案書及び関連書類を提出するものとする。 

なお、本実施要領と併せて配布する子ども家庭支援システム構築業務に係る仕様要件及び企

画提案依頼書、機能要件仕様書（以下「基本仕様書」という。）、その他の書類等を含めて、

以下「実施要領等」とする。 

 

 

1.2 業務の内容等 

 

(1) 委託業務名 

子ども家庭支援システム構築業務 

 

(2) 業務仕様詳細 

「子ども家庭支援システム構築業務に係る仕様要件及び企画提案依頼書」 

 

(3) 委託期間 

構築期間：契約締結日から令和５年２月２８日 

運用期間：令和５年３月１日からおおむね 10年間 

 

運用期間（保守経費及びランニングコスト）の契約については、構築期間終了後、別途行

うものとする。運用期間経費については漏れの無いように注意すること。運用期間の経費に

ついても、本構築業務の選定上の価格評価に含めるものとする。 

なお、提案者の構築スケジュールと、本市の予定する構築スケジュールに差異がある場合

は、双方協議により委託期間の変更等は有り得るものとする。 
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1.3 公募型プロポーザル参加事業者 

 

「1.4 参加要件」に基づき、公募型プロポーザル参加事業者を募集するものとする。 

 

 

1.4 参加要件 

 

  本案件に参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、下記のすべての要件を満たす 

ものとする。 

(1) 提案を行うシステムについては、同等のシステムにおいて、複数の同規模自治体に導入・

構築実績のあるシステムであること。 

(2) 提案を行う事業者については、本市近郊に事業所又は営業所があり、構築期間中及び運

用期間中の開発・保守・問合せ等に迅速な対応が可能である体制をもつ事業者であること。 

(3) 本市の令和４年度入札参加有資格者名簿に掲載されていること。 

(4) 本市から豊中市入札参加停止基準（平成７年６月１日制定）に基づく入札参加停止措置

を受けていないこと。 

(5) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成 24年２月１日制定）に基づ

く入札参加除外措置を受けていないこと。 

(6) 公租公課の滞納がないこと。 

(7) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申し立て及び民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

(8) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

 

 

1.5 提案価格 

 

提案上限額 48,015千円（消費税及び地方消費税込み、構築期間中に係る費用のみ） 

 

※ 参考見積で提案いただく予定の、運用期間中に係る費用（運用・保守等費用）及び機器借

り上げ費用、また、数年後構築される、児童相談所システム及び相談情報共有システム構築費

用は含まない。 

 

提案価格は、各社がそれぞれ構築可能で実現性を伴う提案であることとし、基本仕様書の機

能要件仕様書中、必須／重要／要望欄が必須の項目について、各社がそれぞれ提案パッケージ

システムを活用し、パッケージシステム改修を行うことで実現するに必要な費用を含み、見積

書に記載すること。契約に必要となる正式な見積書は、業者選定後に改めて提出を依頼するこ

ととする。 
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ただし、今後の打ち合わせにおいて生ずる経費は、今回提案した見積金額を本事業の上限と

して全ての対応を行うものとする。 

また、提示された見積金額は、選定上の価格評価に使用する。 

 

 

1.6 プロポーザル実施スケジュール 

 

本プロポーザルにおける手続き等の実施スケジュールを以下に示す。 

なお、下記スケジュールは予定であり変更する場合があるので、その場合は事前に連絡する。 

※提案参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式 9）を提出すること。 

 

(1) 提案参加申込書提出（指定日以前は提出不可） 

令和４年４月 27日（水） 午後５時 15分 まで 

提出場所：豊中市こども相談課こども家庭相談係（豊中市すこやかプラザ２階） 

 

(2) 質問の受付 

令和４年５月９日（月） 午後５時 15分 まで 

 

(3) 質問に対する回答 

令和４年５月 12日（木） 午後５時 15分 まで 

 

(4) 企画提案書類提出 

令和４年６月３日（金） 午後５時 15分 まで 

提出場所：豊中市こども相談課こども家庭相談係（豊中市すこやかプラザ２階） 

 なお、提出方法は持参（土日祝及び 17時 15分以降は受け付けない）、郵送・宅配便

のいずれかとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合には、書類の到達を事務

局にメールや電話で確認すること。 

 

(5) 書類審査（第一次審査） 

令和４年６月 21日（火） 

応募が４件以上となった場合は、書類による第一次審査を実施し、プレゼンテーション

（第二次審査）に進んでいただく提案者を選定。 

 

(6) プレゼンテーション（第二次審査） 

令和４年６月 28日（火）予定 

実施場所：豊中市すこやかプラザ 

日時及び場所の詳細については、第二次審査の対象となる提案者へ令和４年６月 24 日
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（金）までにメール等にて通知する。なお、Zoom等のオンライン会議システムを利用し

たリモートによるプレゼンテーションも可とする。 

 

(7) 選考結果通知書発送（優先契約候補事業者へ） 

令和４年７月４日（月） 

 

(8) 契約交渉期間（予定） 

令和４年７月４日（月）から令和 4年７月 11日（月） まで 

 

(9) 契約日（予定） 

令和４年７月 15日（金） 

 

 

1.7 担当窓口（問い合わせ先） 

 

〒560-0023 豊中市岡上の町２丁目１番 15号 豊中市すこやかプラザ 

豊中市 こども未来部 こども相談課 こども家庭相談係 

担当者：大河内・村中・出口 

TEL：06-6852-8448 

FAX：06-6852-5422 

E-Mail:kokasou@city.toyonaka.osaka.jp 
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第２章 提出書類 

 

 

2.1 事前提出書類 

 

2.1.1 企画提案仕様書各種資料の受領に関するもの 

 

(1) 提出書類：様式 12 機密情報に関する誓約書 

(2) 提出期限：各種資料の電子データを格納した記録媒体の受領時 

(3) 提出部数：１部 

(4) 提出先 ：「1.7 担当窓口(問い合わせ先)」と同じ 

(5) 提出方法：持参（土日祝及び 17時 15分以降は受け付けない）、郵送・宅配便のいずれ

かとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合には、書類の到達を事務局にメー

ルや電話で確認すること。 

 

2.1.2 参加申し込みに関するもの 

 

(1) 提出書類 

① 様式1 提案参加申込書 

② 様式2 誓約書 

③ 様式3 会社概要 

④ 様式4 業務経歴書 

⑤ 様式5 業務実施体制 

⑥ 様式6 管理技術者及び担当技術者の業務実績 

⑦ 様式7 業務協力会社体制（役割分担）予定 

※様式５～７は企画提案書類と同時に提出してもよいものとする。 

(2) 提出期限：令和４年４月 27日（水）午後５時 15分 

(3) 提出部数：正本各 20部、副本は電子データにて提出 

(4) 提出先 ：「1.7 担当窓口(問い合わせ先)」と同じ 

(5) 提出方法：持参（土日祝及び 17時 15分以降は受け付けない）、郵送・宅配便のいずれ

かとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合には、書類の到達を事務局にメー

ルや電話で確認すること。 

 

2.1.2 その他の提出資料 

 

提案参加申込書提出後に辞退する場合は、様式９「辞退届」を提出すること。 

※提出期限：令和４年６月３日（金） 午後５時 15分 
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2.2 企画提案書類 

 

2.2.1 企画提案書に関するもの 

 

(1) 提出書類 

① 企画提案書 

② 様式10 見積書 

③ 様式11 機能要件仕様書 

(2) 提出期限：令和４年６月３日（金） 午後５時 15分 

(3) 提出部数 

① 企画提案書：正本20部、副本は電子データにて提出 

② 見積書：正本21部、副本は電子データにて提出 

（正本１部のみに本市の契約権限受任者印を押印し、残り20部は複写可とする。） 

③ 機能要件仕様書：正本20部、副本は電子データにて提出 

※提出書類①～③の電子データを格納した記録媒体（DVD-R）1枚を提出すること。 

(4) 提出先 ：「l.7 担当窓口（問い合わせ先）」と同じ。 

(5) 提出方法：持参（土日祝及び 17時 15分以降は受け付けない）、郵送・宅配便のいずれ

かとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合には、書類の到達を事務局にメー

ルや電話で確認すること。 

 

2.2.2 企画提案書の記載要領 

 

(1) 公正かつ公平な方法で内容比較を行うため、企画提案依頼書の目次に基づいた順序・項

目ごとに章立てをして作成すること。 

(2) 日本語の文章とし、難解な技術用語の使用は極力避け、平易な文章とすること。 

(3) 原則、日本工業規格Ａ版の用紙を用いて片面印刷とすること。 

(4) 図は、原則、文章の補助として用いること。 

(5) ページ番号を付すこと。 

(6) 総ページ数は、表紙、目次を含めて 80 ページ以内とすること。（機能要件仕様書を除

く。） 

 

2.2.3 見積書の記載要領 

 

(1) 提出様式 

様式10-① 見積書 

様式10-②③ 見積書（参考） 

(2) 記載内容 
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構築期間中に要する費用、新システムの運用に必要となる機器等の費用を記載すること。

LGWAN-ASPで提案を行う場合は、クラウド利用にかかる初期費用も見込むこと。 

見積書②（参考）は、運用期間中に要する費用、機器調達費用を記載し、５年後の機

器更新を見込んだ費用とすること。LGWAN-ASP で提案を行う場合は、運用保守費用に加

え、クラウド利用料等も見込むこと。 

見積書③（参考）は、令和７年度開所を予定している児童相談所設置に伴う、児童相

談所システムの構築に関する現時点での、追加費用見込みを記載すること。 

なお、見積金額の内訳については、各費用が分かるようにした上、任意の様式にて別途

提出すること。（“一式”など一括金額を計上する方法で中身が見えない記載方法としな

いこと。） 

(3) 見積前提条件について 

見積書②（参考）に記載する機器調達費用に適用されている割引率を提示すること。ま

た、５年後の機器更新の際もその割引率を踏襲し機器調達を実施すること。 

また、機器更新に伴い新しい OS やミドルウェアに対応するための作業費が発生する場

合は、見積書（参考）に記載した費用の範囲内で、新バージョンの切り替えを行うこと。 

 

2.2.4 機能要件仕様書の記載要領 

 

(1) 提出様式 

様式11 機能要件仕様書（本市指定のExcelファイル） 

(2) 記載方法 

各要件について、事業者回答欄に実現方法を記載例のとおり回答すること。 

必須／重要／要望欄が必須のものについては、提案の範囲内に含まれているものとして、

カスタマイズ対応であっても、カスタマイズ費用の記入を要しない。 

代替案及び提案等による対応の場合は、実現方法についての詳細を備考欄へ記載するこ

と。全てのファイルのフッター（右側）に事業者名を記載すること。 

※１： カスタマイズ対応は、原則、事業者側で代替案を提案できない場合に限り回答する

こととし、運用上支障があると事業者側で判断したものを前提として回答すること。 

※２： パッケージシステム機能として対応できない場合は、極力、代替案を提案すること。 

 

 

2.3 質問 

 

質問がある場合は、以下の対応とする。 

(1) 提出書類：質問書（様式８） 

(2) 提出期限：令和４年５月９日（月）午後５時 15分までとし、随時、受け付ける。 

(3) 提出方法：電子メールによる。（電話・FAXによる質問は原則として受け付けない。） 
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(4) 提出先 ：「1.7 担当窓口(問い合わせ先)」と同じ。 

(5) 回答方法：最終回答は、令和４年５月 12日（木）午後５時 15分までに全ての参加申込

者宛てに、原則として電子メールにて行う。 
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第３章 プレゼンテーション 

 

 

3.1 プレゼンテーション 

 

提案者には、「プレゼンテーション」の実施についての案内を通知する。 

提案者１社につきおおむね１時間半を割り当てるので、以下の内容にて実施すること。 

 

(1) 日時：令和４年６月 28日（火） 

(2) 場所：豊中市役所又は豊中市すこやかプラザ ※詳細については別途通知 

(3) 時間 

① プレゼンテーション（60分） 

② 質疑応答（30分） 

(4) 留意事項 

① プレゼンテーションで提案者が説明する内容は、企画提案書にて提示した内容・製

品であること。 

② プレゼンテーションに使用する機材等は、当日提案者が手配すること。 

③ プレゼンテーションは構築時の従事者のうちで中心的な役割を占める者が実施する

こと。 
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第４章 選定方法及び契約方法 

 

 

4.1 選定方法 

 

審査委員会は、基本仕様書に基づいて提出された企画提案書類一式、プレゼンテーションの

内容及び価格について、審査、評価を行う。 

審査委員会は、総合的に最も優れた内容の提案を行った事業者をシステム構築に係る「優先

契約候補事業者」として決定する。 

審査基準等に関する詳細は、審査委員会において定める。なお、採点の方法や内容について

の問い合わせには一切応じない。 

 

 

4.2 選定結果の通知 

 

プロポーザルに参加した事業者のうち、優先契約候補事業者については、「選考結果通知書」

を送付する。それ以外の事業者については、原則として電子メールにより選考順位を通知する。 

なお、選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

 

 

4.3 審査及び評価対象 

 

(1) 仕様点 

システムに求める機能要件について、機能要件仕様書へ記載された内容を確認し、審査・

評価を行う。 

(2) 提案点 

本構築業務の全般について、企画提案書への提案内容を確認し、審査・評価を行う。 

(3) 評価点 

提案の実現性をプロジェクトの中心的役割となる者から判断し、プレゼンテーションに

より提案された内容が本市の事務運営に寄与・貢献するかを判断することによって審査・

評価を行う。 

(4) 価格点 

提出された見積書に基づいて審査・評価を行う。 

(5) 処分歴 

本市、国又は他の自治体の入札参加停止措置又は入札参加除外措置の処分歴がある場合

は、処分期間に応じて減点を行う。 
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4.4 業務委託契約の締結 

 

提案の内容と本市の意向について契約交渉を行った上、合意（予算の範囲内で適正な業務が

行えると判断される場合）が得られた時点で随意契約による契約を行う。 

ただし、この交渉が不調に終わったときは、次の順位の提案者を優先契約候補事業者とし同

様の交渉を行うこととする。 

また、契約は以下の条件で行うものとする。 

 

(1) 企画提案作業の過程で本市が得た情報等については、一切の権利が本市にあるものとす

る。 

(2) 審査の結果、優先契約候補事業者として選定された場合であっても、提案に虚偽の記載

又は重大な瑕疵等があった場合や、「1.4 参加要件」に抵触するに至った場合は、選定を

取り消すことがある。また、契約後に仕様書に記載された内容が遵守されない場合にも、

同様に決定を取り消すことがある。 

(3) 本業務の受託者は、豊中市財務規則（昭和 46年市規則第 13号）に基づき、契約保証金

の納付又は履行保証契約の締結を行うこととする。（受託者が同規則第 110条の契約保証

金の納付の免除の規定に該当する場合は除く。） 
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第5章 その他 

 

 

5.1 その他事項 

 

(1) 企画提案に係る一切の経費は事業者の負担とする。 

(2) 提出書類一式は返却しない。なお、選定作業に必要な範囲において複製することがある。 

(3) 提出書類に記載した担当予定者を変更する場合には、事前に本市に届け出るものとする。

ただし、その場合は、従前の担当者と同等以上の技術を有すること。 

(4) 提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。ただし、本市が認めた場合はこの限

りではない。 

(5) 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 本案件期間中に「1.4 参加要件」に抵触するに至った場合 

② 提案上限額（構築期間中に係る費用のみ）を超える提案を行った場合 

③ 提出書類一式に虚偽の記載をした場合 

④ 提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

⑤ 記載すべき事項の全部、又は一部が記載されていない場合 

⑥ 一事業者で複数の提案をした場合 

⑦ その他実施要領の条件に一致しない企画提案の場合 

⑧ 提案に関して談合等の不正行為があった場合 

(6) 企画提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は受託後に追加費用を伴わず実施

する意向があるものとする。 

(7) 提出期限後の質問あるいは審査経過に関する質問等は一切受け付けない。 

(8) 企画提案依頼書・機能要件仕様書で市が提示した要件について、提案者が企画提案書・

機能要件仕様書への回答で触れていない場合、当該要件は提案の範囲内で実現可能と判断

する。 

 

5.2 遵守事項 

 

(1) 本市から得た資料・情報等を、他に流用・提供等することを固く禁ずる。 

(2) 提案を辞退した事業者、又は審査の結果、本市との契約に至らなかった事業者は、本市

から得た資料等を速やかに確実な方法で処分すること。 

 

 

5.3 配布資料 

 

(1) 企画提案依頼書関係 
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① 豊中市子ども家庭支援システム構築業務に係る仕様要件及び企画提案依頼書 

② 各種資料（誓約書と引き換えに記録媒体にて提供） 

・別紙1 豊中市情報セキュリティ規則 

・別紙2 豊中市情報セキュリティ対策基準 

・別紙3 豊中市住民情報システムネットワーク構成図 

・別紙4 豊中市人口・こども相談対象者数 

・別紙5 Ｄ仮想サーバ利用ガイドライン 

・別紙6 子ども家庭支援システム構成 

・別紙7 全国自治体情報ファイル仕様 

・別紙8 全国住所辞書ファイル仕様 

・別紙9 市内住所辞書ファイル仕様 

・別紙10 共通基盤システム活用方針 

・別紙11 住民記録データ連携仕様 

・別紙12 地方税関係情報データ連携仕様 

・別紙13 生活保護情報データ連携仕様 

・別紙14 豊中市子ども家庭支援システム構築イメージ 

・別紙15 グループ・権限設定について 

・別紙16 豊中市子ども家庭支援システム概念図 

 

(2) 実施要領関係 

① 豊中市子ども家庭支援システム構築業務に係るプロポーザル実施要領 

    以下、電子データで配布 

② 様式1  提案参加申込書 

③ 様式2  誓約書 

④ 様式3  会社概要 

⑤ 様式4  業務経歴書 

⑥ 様式5  業務実施体制 

⑦ 様式6  管理技術者及び担当技術者の業務実績 

⑧ 様式7  業務協力会社体制（役割分担）予定 

⑨ 様式8  質問書 

⑩ 様式9  辞退届 

⑪ 様式10-① 見積書 

⑫ 様式10-② 見積書（参考） 

⑬ 様式10-③ 見積書（参考） 

⑭ 様式11  機能要件仕様書 

⑮ 様式12  機密情報に関する誓約書 

 


